
令和７年度
宮城県の医療的ケア児等支援施策について

令和８年１月３０日（金）

宮城県保健福祉部精神保健推進室

令和７年度宮城県医療的ケア児等支援検討会議



宮城県の医療的ケア児等支援施策の状況①

医療的ケア児者の支援についての現状把握や
支援内容等に関する、地域の関係者による協議
の場を設置。（障害福祉計画の目標値：県１、
市町村毎１設置（圏域設置可））

区分 市町村 県

設置数（箇所） 30 1

【「協議の場」設置状況（R７年度）】

【全県】宮城県医療的ケア児等支援検討会議

医療的ケア児等支援の協議の場 医療型短期入所事業所開設状況

仙台エコー医療療育センター

登米市立米谷病院

老人保健施設
リバーサイド春圃

石巻市立病院

光ヶ丘スペルマン病院
宮城県立拓桃園

仙台西多賀病院

宮城病院

大崎市民病院

大崎市民病院鹿島台分院

■：H27以前から実施
●：H28以降に実施

あいの実ストロベリー

ハートワンショートステイ

＜R６開催状況＞
● 参集者
家族、医師（急性期病院、訪問診療、
医療型短期入所施設）， 医療的ケア児等コーディネーター、
障害福祉サービス事業所・保育・教育関係者，行政等

● 協議内容 
宮城県における医療的ケア児等支援の現状と課題について

R７.4.1現在

*「（県）医療的ケア児等支援庁内連携会議」と連動し施策を展開



●名 称：宮城県医療的ケア児等相談支援センター （愛称：ちるふぁ）
●所在地：宮城県仙台市泉区南中山３丁目１９－１２（電話：022-346-7835）
●開所日：平日月曜～金曜 土日祝日及び年末年始は休み
●開所時間：8:30～17:30 / 相談受付時間：9:00～16:30

●スタッフ：看護師１名，理学療法士１名，社会福祉士１名
（相談支援専門員、医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者含む）

        医師等を専門職アドバイザーとして委嘱

概

要

①総合的・専門的な相談支援
医療的ケア児や家族、関係機関等からの相談に対応

②情報の発信及び研修
県民等へ関連制度やその窓口等の発信、支援者等対象の研修開催

③関係機関との連絡調整
協議の場等への参画、地域の支援体制強化のための連携

④医療的ケア児等支援に係る調査等

●実施主体：宮城県
●運営：
（一社）宮城・仙台障害者相談
支援従事者協会（県委託事業）

医療的ケア児及びその家族に
対する支援に関する法律

業
務
内
容

運
営

根
拠

○ 相談支援事業所等において，医療的ケア児等支援を総合調整する人材（コーディネーター）、通所事業所や保育所，学校等
での直接支援を行う者（支援者）を養成。コーディネーターはチームで活動。（障害福祉計画目標値：各市町村毎の設置）

・福祉，医療，教育等，
関係機関同士の連携体制構築

・医療的ケア児等支援の
裾野拡大

【養成実績】

区分 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 計
コーディネーター

相談支援専門員，看護師，保育士，
理学療法士，作業療法士等

35 39 休止 28 29 44 44 40 259

支援者
相談支援専門員，看護師，保健師，
保育士，介護福祉士，行政担当者等

36 69 休止 40 74 66 92 141 518

医療的ケア児等コーディネーターの養成

宮城県の医療的ケア児等支援施策の状況②

医療的ケア児等相談支援センターの運営

【効果】



○利用者・家族との信頼関係
構築に時間を要する

○ノウハウ不足により，
スタッフの不安が大きい

新
設
事
業
所

○受入可能人数に限りがあり，
新規受入困難

○予約が重複し，断ることも
ある

老
舗
事
業
所

○信頼関係がないため，
事業所の利用に不安感

○利用可能な事業所が遠方の
場合，遠距離移動を要する

利
用
者

 ○各事業所の受入可能な
障害状況等を知りたい

○適切なサービス等利用計画
の作成，情報提供が困難

相
談
支
援

コーディネーター

信頼関係構築 情報集約・発信

相談内容充実

ノウハウ共有

仙台エコー医療療育センターへ

県・仙台市共同で配置

⚫ 重症心身障害児者・医療的ケア児者等が、医療型短期入所サービスの利用を検討する際
に必要となる情報の周知が不足している。職員の障害児者へのケアの経験の少なさから
生じる受入への不安などにより、利用ニーズに十分に応えることができていない状況も
ある。

⚫ 上記課題を踏まえ、利用希望者が円滑に医療型短期入所サービスを利用できる体制の構
築を目指す。

宮城県の医療的ケア児等支援施策の状況③

医療型短期入所事業所の利用促進（医療型短期入所コーディネーターの配置）



高い専門性と集中的な支援を行うことで新規事業所の医療型短期入所事業所の開設を促
し、医療的ケア児者及びその家族のレスパイト先の確保に向けた取組を推進する。

医療型短期入所コーディネーター配置(既存事業)による事業所への技術的支援（社福）陽光福祉会

県

委託
【既存】

委託【新規】
委託事業者

医療機関・老健等

１）説明会の開催

２）開設の意向調査

医療型短期入所事業の周知

開設の意向及び
開設に当たっての課題把握

関心のある医療機関・老健等

３）開設・運営支援

・課題と感じている点の
対応の情報提供

・体制構築支援、研修・視察
・指定申請事務支援           等

伴走支援

新規開設・運営
各圏域１か所
（仙台市除く）

（新規開設）
医療型短期入所事業所

連携

5

宮城県の医療的ケア児等支援施策の状況④

医療型短期入所事業所開設促進事業

【R7説明会】
参加事業所：１１ 仙南 塩釜 大崎 栗原 登米 石巻 気仙沼

1 4 1 2 0 3 0圏域別内訳



令和７年度

・先行事例の横展開を図る研修会の開催
多部局を跨いだ研修会

・アドバイザー派遣等による個別の計画作成支援

令和８年度

災害時支援体制整備事業

宮城県の医療的ケア児等支援施策の状況⑤

・担当者会議でのモデルケースの紹介
・先行市町村の取組視察
・個別避難計画作成状況の聞取り

【市町村が感じている課題】
・避難行動支援者確保ができない
・作成の申込みがない/同意が得られない
・避難所・電源などの整備不足
・部局間連携が難しい
・担当職員のマンパワーの不足

・医療的ケア児者の支援に限
らない課題が多い。

・一方で、独自に避難訓練や
作成率の向上を図る取組を
行っている市町村もあり、
市町村毎の差が大きい。

研修会で取組が進まない市町村のボトムアップを図るとともに、
アドバイザー派遣により具体な作成支援を行う。
全体の部分部局間連携で進めていく
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